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利付10年債で、毎年１回（２月予定）定期的に利息をお支払
お支払する利息は毎年段階的に増加します。

１口50万円から購入可能で、最大10回継続購入して積立可能
１口を50万円として、複数口購入することができます。同一口数であれば、１回以上最大

10回（毎年１回）継続購入して積み立てることができます。

中途換金時に手数料不要
初回債券発行日から１年以上経過すれば、手数料なしで、修繕工事等のために、１口単位

（50万円）で中途換金が可能です。また、中途換金時には、購入金額（元本）に所定の利息
を加えた金額をお支払します（詳細は５章をご覧ください。）。

機構が国の認可を受けて発行している債券

特 典

１

特 典

2

マンションすまい・る債を購入されたマンション管理組合は、次の特典をご利用いただ
けます。特典は、初回の購入時から債券の残高がなくなるまでご利用いただけます。

【マンションすまい・る融資】＊の融資金利を年０.２％引下げ

【マンションすまい・る融資】＊の保証料を２割程度割引き
（（公財）マンション管理センター又は（一財）住宅改良開発公社に保証委託する場合）

マンション管理組合への特典

３

マンションすまい・る債の特長と特典1

➣【マンションすまい・る融資】については、９章をご覧ください。

マンションすまい・る債は、マンション管理組合が
行う修繕積立金の計画的な積立てをサポートするため
の債券です。
住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）が

国の認可を受けて発行しており、これまでに多くのマ
ンション管理組合にご応募いただいています。

マンションすまい・る債の特長

＊【マンションすまい・る融資】は、「マンション共用部分リフォーム融資」の愛称です。



【図】利付 年債のイメージ（マンションすまい・る債の場合）

マンションすまい・る債は、１口を 万円として、複数口購入することが
できます。購入金額については、原則として、次の①及び②の合計金額の範
囲内となります（この範囲内の金額でマンションすまい・る債を購入するこ
とを、「積立て」といいます。）。
①マンション全体の１年あたりの修繕積立金額
②前年度決算における修繕積立金会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残
高や修繕積立基金の残高等、修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金額を除いた
額をいいます。）

利付 年債とは

マンションすまい・る債の保有期間

発行

【満期時（経過年数が 年目）】
元本（購入金額）＋ 年目の利息のお支払

購入
（機構への元本のお支払）

↓

収入

支出

【経過年数が１～９年目】
毎年１回利息のお支払

＝元本 ＝利息

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 年

︖

４

一般的に利付債とは、定期的に利息が支払われ、満期が到来すると元本を
返済することを約束した確定利付きの有価証券です。利息の支払方法や満期
までの年数等に応じて様々な種類のものが発行されています。
利付 年債とは、満期までの期間が 年の利付債をいいます。

マンションすまい・る債のしくみ①２

購入口数と金額について

マンションすまい・る債は利付 年債です。ご
購入いただいた年の次の年以後、毎年１回利息を
お支払し、 年後の満期時には、毎年の利息に元
本（購入金額）を加えた金額をお支払します。
なお、下の図のとおり、お支払する利息額は
毎年段階的に増加します。

【図】利付10年債のイメージ（マンションすまい・る債の場合）

マンションすまい・る債は、１口を50万円として、複数口購入することが
できます。購入金額については、原則として、次の①及び②の合計金額の範
囲内となります（この範囲内の金額でマンションすまい・る債を購入するこ
とを、「積立て」といいます。）。
①マンション全体の１年あたりの修繕積立金額
②前年度決算における修繕積立金会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残
高や修繕積立基金の残高等、修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金額を除いた
額をいいます。）

利付10年債とは

マンションすまい・る債の保有期間

発行

【満期時（経過年数が10年目）】
元本（購入金額）＋10年目の利息のお支払

購入
（機構への元本のお支払）

↓

収入

支出

【経過年数が１～９年目】
毎年１回利息のお支払

＝元本 ＝利息

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年

︖

４

一般的に利付債とは、定期的に利息が支払われ、満期が到来すると元本を
返済することを約束した確定利付きの有価証券です。利息の支払方法や満期
までの年数等に応じて様々な種類のものが発行されています。
利付10年債とは、満期までの期間が10年の利付債をいいます。

マンションすまい・る債のしくみ①２

購入口数と金額について

マンションすまい・る債は利付10年債です。ご
購入いただいた年の次の年以後、毎年１回利息を
お支払し、10年後の満期時には、10年目の利息
に元本（購入金額）を加えた金額をお支払します。
なお、下の図のとおり、お支払する利息額は
毎年段階的に増加します。
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マンションすまい・る債は、同じ金額（同じ口数）で最大10回（毎年１
回）続けて購入できます。続けて購入することを「継続購入」といいます。
※途中で１回あたりの購入金額（購入口数）を変更すること及び複数回分（複数年分）をまとめて
購入することはできません。

※継続購入を中断し、その後再開する場合や購入金額（購入口数）を変更される場合（例︓昨年度
購入した金額よりも今年度の購入金額を増額する場合等）は、新規に応募して購入する必要があ
ります（２章をご覧ください。）。

継続購入について

経過
年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

１回目購入分の保有期間

発行

【満期時（経過年数が10年目）】
元本（購入金額）＋10年目の利息のお支払

（２回目購入分以後同様）

購入
回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回

２回目購入分の保有期間

３回目購入分の保有期間

４回目購入分の保有期間

５回目購入分の保有期間

６回目購入分の保有期間

７回目購入分の保有期間

８回目購入分の保有期間

９回目購入分の保有期間

10回目購入分の保有期間

10回目まで継続購入した場合、10回目購入分が満期とな
るのは１回目の購入から数えて19年後となります。
なお、10回目の購入が終わると、継続購入ができなくな

ります。10回目の購入後に、引き続きマンションすまい・
る債の購入を希望する場合は、次年度以後、新規に応募し、
購入いただく必要があります。

購入
↓

【経過年数が１～９年目】
毎年１回利息のお支払
（２回目購入分以後同様）

５

マンションすまい・る債のしくみ②２

●２回目以後の購入金額（口数）は、
１回目と同じです。

●２回目以後の継続購入は、いつでも
中断することができます。その場合、
既に購入した分を解約する必要はあ
りません。

●２回目以後に購入する債券の利率は、
毎年発行の都度決まります。

●購入回数ごとに、10年目の満期を迎
える時期は異なります。
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経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

購入回数
１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

回

例︓毎年 万円
（ 口）購入

２回目以後に購入する債
券の利率は、毎年発行の
都度決まります。

購入回数

１回

２回
・
・

例︓ 万円
（ 口）購入

２回目以後は継続購入しない。又は、例①のように、毎年貯まる修繕積立金で次年度
以後に新規に応募して購入する。

既に貯まっている修繕積立金等で購入するケース

利率については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認ください。

６

マンションすまい・る債の購入事例のご紹介３

マンションすまい・る債は、同じ金額で１回以上最大 回（毎年１回）まで継続購
入ができます。毎年貯まる修繕積立金でマンションすまい・る債を継続購入すると、
次の図のように、最大 回、将来の大規模修繕工事等に備えて、毎年貯まる修繕積立
金を計画的に積み立てることができます。

マンションすまい・る債は、修繕積立基金や既に貯まっている修繕積立金等をまと
めた金額で購入することができます。この場合は、購入金額が毎年貯まる修繕積立金
の金額を超えることが想定されるため、次年度以後も同じ金額で続けて購入すること
は難しくなります。このときは、例①のように、毎年貯まる修繕積立金で次年度以後
に新規に応募して購入してください。

例②

利率については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認ください。

マンションすまい・る債の代表的な購入例として、
次の２例をご紹介します。
マンション管理組合さまのご希望に応じてご検討

ください。

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

毎年貯まる修繕積立金で継続して購入するケース例①

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

購入回数
１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回

例︓毎年500万円
（10口）購入

２回目以後に購入する債
券の利率は、毎年発行の
都度決まります。

購入回数

１回

２回
 ・
 ・

例︓5,000万円
（100口）購入

２回目以後は継続購入しない。又は、例①のように、毎年貯まる修繕積立金で次年度
以後に新規に応募し、購入する。

既に貯まっている修繕積立金等で購入するケース

利率については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認ください。

６

マンションすまい・る債の購入事例のご紹介３

マンションすまい・る債は、同じ金額で１回以上最大10回まで（毎年１回）継続購
入ができます。毎年貯まる修繕積立金でマンションすまい・る債を継続購入すると、
次の図のように、最大10回、将来の大規模修繕工事等に備えて、毎年貯まる修繕積立
金を計画的に積み立てることができます。

マンションすまい・る債は、修繕積立基金や既に貯まっている修繕積立金等をまと
めた金額で購入することができます。この場合、購入金額が毎年貯まる修繕積立金の
金額を超えることが想定されるため、次年度以後も同じ金額で続けて購入することは
難しくなります。このときは、例①のように、毎年貯まる修繕積立金で次年度以後に
新規に応募してください。

例②

利率については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認ください。

マンションすまい・る債の代表的な購入例として、
次の２例をご紹介します。
マンション管理組合のご希望に応じてご検討くだ

さい。

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

毎年貯まる修繕積立金で継続して購入するケース例①
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商品概要

債券の利率と毎年のお受取利息については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認くだ
さい。

債券の購入額

マンション全体の１年あたりの修繕積立金額に、前年度決算におけ
る修繕積立金会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修
繕積立基金の残高等、修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借
入金額を除いた額をいいます。）を加えた金額の範囲内です。
なお、この範囲内でマンションすまい・る債を購入することを「積

立て」といいます。

購入口数 １回あたり、１口を 万円として、複数口購入することができます。

購入回数 同一口数であれば、最大 回（毎年１回）継続購入して積み立てる
ことができます。

利息の受取 満期まで毎年１回定期的に利息をお支払します。

中途換金
初回債券発行日から１年以上経過すれば、手数料なしで、修繕工事

等のために、１口単位（ 万円）で中途換金が可能です。また、中途
換金時には、購入金額（元本）に所定の利息を加えた金額をお支払し
ます。

債券の満期 購入する各債券の満期は、各債券の発行時期から 年後となります。

保護預り
購入した債券が盗難・火災・紛失等の事故に遭い、財産の保全に支

障を来すことのないように、全ての債券を機構が無料で保管します。
※債券を譲渡又は質入れすることはできません。

債券発行までの
スケジュール
（概要）

７

商品概要４

応募受付期間︓４月中旬から 月中旬まで【２章参照】※
※応募書類の確認等完了後、「受付及び登録内容のお知らせ」の送付

応
募

①積立用書類のご返送︓ 月下旬から１月中旬まで【３章参照】

②積立金のお振込み ︓ 月下旬から２月初旬まで【３章参照】
購
入

債券発行︓２月 日頃【３章参照】発
行

債券の利率と毎年のお受取利息については、
別添チラシ又は機構ホームページでご確認くだ
さい。

商品概要

債券の購入額

マンション全体の１年あたりの修繕積立金額に、前年度決算におけ
る修繕積立金会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修
繕積立基金の残高等、修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借
入金額を除いた額をいいます。）を加えた金額までです。
なお、この金額までマンションすまい・る債を購入することを「積

立て」といいます。

購入口数 １回あたり、１口を50万円として、複数口購入することができます。

購入回数 同一口数であれば、最大10回（毎年１回）継続して購入することが
できます。

利息の受取 満期まで毎年１回定期的に利息をお支払します。

中途換金
初回債券発行日から１年以上経過すれば、手数料なしで、修繕工事

等のために、１口単位（50万円）で中途換金が可能です。また、中途
換金時には、購入金額（元本）に所定の利息を加えた金額をお支払し
ます。

債券の満期 購入する各債券の満期は、各債券の発行時期から10年後となります。

保護預り
購入した債券が盗難・火災・紛失等の事故に遭い、財産の保全に支

障を来すことのないように、全ての債券を機構が無料で保管します。
※債券を譲渡又は質入れすることはできません。

債券発行までの
スケジュール
（概要）

７

商品概要４

応募受付期間︓４月中旬から10月上旬まで【２章参照】
※応募書類の確認等完了後、「受付及び登録内容のお知らせ」の送付

応
募

①積立用書類のご返送︓11月下旬から１月上旬まで【３章参照】

②積立金のお振込み ︓11月下旬から２月上旬まで【３章参照】
購
入

債券発行︓２月20日頃【３章参照】 発
行

※認定すまい・る債については６章、ステップアップすまい・る債については７章をご確認ください。
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